
保発第0306012号  

平成18年3月6日  

地方社会保険事務局長  

都 道 府 県 知 事  

厚生労働省保険局長  

「診療報酬の算定方法を定める件」等の改正等について（通知）   

標記については、「診療報酬の算定方法を定める件」（平成18年厚生省告示  

第92号）等の関係告示が別添のとおり公布され、本年4月1日から適用され  

ることとなった。   

これらの改正の趣旨及び概要は別紙のとおりであるので、貴管内の関係団体  

への周知徹底について格段の御配慮をお願いしたく通知する。   








